
確認検査業務の業務範囲に

「一の建築物の延べ面積が2,000㎡を
超える木造建築物」を追加しました

業務区域及び対象建築物等

ご要望にお応えして令和3年10月より
「一の建築物の延べ面積が2,000㎡を超える木造建築物」
の確認検査業務を行います

※を中心に大規模木造建築物の確認検査
の業務を行うことが可能になります

これからもお客様へのサービス向上に努めてまいります

業務区域 対象建築物等

日本全域

(1) 一の建築物の延べ面積が2,000㎡を超える木造建築物

(2) 木造建築物以外の建築物

(3) (1)又は(2)に掲げる建築物と同一敷地内（法第86条に
基づく一団地内の敷地を含む。）にある木造建築物

(4) 建築設備及び工作物

(5) 当機関が確認検査の業務を行った建築物で、当該計画
の変更に係る建築物
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指定確認検査機関
国土交通大臣指定第11号

令和３年１０月
から

※平成28年4月1日国土交通省告示第611号

令和3年10月版


